
7月24日開催の令和5年第8回総会において、農業委員の互選により、引き続き
会長の重責を担うことになりました。身に余る光栄でありますとともに、改めて責任
の重大さを痛感し、日々精進して与えられた職責を全うしたいと存じます。
これからの3年間、公平・公正・透明性に基づき、明るく開かれた信頼される農業

委員会の運営に努め、「チーム農業委員会」として、本市の農業・農村の発展に全力
を尽くしてまいりますので、引き続き皆様方のより一層のご支援とご協力を賜ります
よう、よろしくお願いいたします。
なお、農業委員会の活動を、農業者及び一般の市民の皆様に、より身近で目に

見える活動として広くお伝えするため、この度、独自の情報誌「しゅうなん農業委員
会だより」を発行することになりました。
地域目線での紙面づくりに努めて参りますので、末永くご愛読いただきますよう、

よろしくお願い申し上げます。

▶ 2～3ページで紹介しています
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周南市農業委員会

会長 山下 敏彦

会長
あいさつ

改選後の役員体制について

【写真の説明】　農地パトロールの様子。8月から9月にかけて遊休農地や荒廃農地、無断転用などを把握する農地パトロール
　　　　　　  （利用状況調査）を実施しています。

しゅうなん
農業委員会だより
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農業委員・農地利用最適化推進委員の改選がありました



農業委員(19名)の紹介
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農業委員・農地利用最適化推進委員の改選

改選後の役員体制 会長 山下 敏彦 会長職務代理者 笠井 保雄

市の全区域の農地利用の最適化に努め、農業委員会の
総会に出席し、農地の権利移動の許可や転用許可などを
審議して、最終的に合議体として決定します。
総会での審議に先立ち許可案件の現地調査や推進委員
と連携して地域活動を行うため、全市域を地区割し、各農業
委員の担当地区を定めています。

農業委員

①担い手への農地利用の集積・集約化、②遊休農地の
発生防止・解消、③新規参入の促進などによる、農地等の利用
の効率化及び高度化の促進を行うことをいいます。

「農地等の利用の最適化」の推進

今期より、市内を5地区に分け（南部、西部、徳山北部、
熊毛、鹿野）、各地区に協議会を設置しました。
農業委員と推進委員が地域活動の課題等について協議
し、認識の共有化を図るとともに、連携して地域に密着した
農地利用の最適化を進め、農業の持続的発展に寄与します。

地区協議会

担当区域において、「農地等の利用の最適化」のために、
利用状況調査、利用意向調査、日常的な農地パトロールなど
の実践的な現場活動を行います。

推進委員

農地利用最適化推進委員(32名)の紹介
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任期満了により退任された方々
お世話になりました。
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任期満了に伴う改選により、令和5年7月24日に、市長から任命された農業委員会の委員（「農業委員」と
いいます。）19名と農業委員会から委嘱された農地利用最適化推進委員（「推進委員」といいます。）32名が誕生
しました。任期は、共に令和8年7月23日までの3年間です。
平成28年4月施行の改正農業委員会等に関する法律により、「農地等の利用の最適化」の推進が最重要の必須
事務に加わり、農業委員と推進委員の体制になって、3期目となります。
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任期満了に伴う改選により、令和5年7月24日に、市長から任命された農業委員会の委員（「農業委員」と
いいます。）19名と農業委員会から委嘱された農地利用最適化推進委員（「推進委員」といいます。）32名が誕生
しました。任期は、共に令和8年7月23日までの3年間です。
平成28年4月施行の改正農業委員会等に関する法律により、「農地等の利用の最適化」の推進が最重要の必須
事務に加わり、農業委員と推進委員の体制になって、3期目となります。
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不動産の相続登記の申請が令和6年4月１日から義務化されます。正当な理由なく申請をしな
かった場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
相続等によって不動産の所有権を取得した相続人は、その所有権を取得
したことを知った日から３年以内に相続登記の申請をする必要があります。
施行日（令和6年4月1日）後に発生した相続のみならず、施行日前に発生して
いる相続で名義変更を行っていない場合も対象となります。

令和5年4月1日施行の改正農業経営基盤強化促進法により、周南市は、地域（市街化区域を除き
ます。）が目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する計画（地域計画）を令和7年3月末日まで
に、策定・公表することとされています。

この地域計画の策定にあたっては、周南市は協議する場を設け
地域の農業の将来の在り方、農業上の利用が行われる農用地等の
区域、その他農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要
な事項を協議し、将来の耕作者をイメージした地図（目標地図）を
作成することとなっています。

農業委員会は、目標地図の素案を作成するため「優先して残すべき農地」を定め、その農地について、
約10年後の農業経営に関する意向を把握することを目的に、推進委員がタブレットを活用しながら、
農地の所有者や農業者の方々の「農業経営の意向に関する調査」を実施します。

全国的な所有者不明土地の増加を背景に、民法、不動産登記法等が改正されました。
本市が把握する農地で、相続登記がされずに、所有者死亡のままの土地が約8,000筆あります。

相続登記の申請が義務化されます

●相続登記の申請の義務化（令和6年4月1日施行）

相続人間の合意形成がまとまらないなど速やかに相続登記を
申請することができない場合は、自らが相続人であることを申告
すれば相続登記の申請義務を果たしたものとみなされる制度で
ある相続人申告登記が創設されています。
ただし相続人申告登記をした後に遺産分割協議が成立し、不動産
を最終的に相続する相続人が決まった場合には遺産分割の日から
3年以内にその名義変更のための登記を行う必要があります。

●相続人申告登記の創設（令和6年4月1日施行）

農業経営の意向に関する調査にご協力のお願い

地域の農業の将来の在り方を検討する上で、大変重要な調査ですので、
調査にお伺いした際はご協力をお願いします。
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